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2022年 5 月 26日 

One Asia Lawyers 中国大湾区プラクティスチーム 

 

中国個人情報保護法 Q&A（第 5 回） 

 

2022 年夏、弊所からは、本稿及びシンガポール個人情報保護法に関する内容を含む、アジ

ア・インド・オセアニア各国における個人情報保護法制を幅広くカバーした Q&A 形式の書籍

「アジアの個人情報保護法（仮）」を中央経済社様より出版予定となっております。本 NL 記事

と併せ、是非ともお手に取っていただき、ご参考いただければ幸いと考えております。 

 本稿執筆の背景については、第 1 回記事の冒頭をご参照ください。 

Q：個人情報を本人からではなく，第三者等から間接的に取得することはできるのでしょうか。

できる場合はどのような義務を負うのでしょうか。 

 

個人情報を第三者等から間接的に取得することは可能であるが，個人情報の受領者としては，

以下１ないし３の義務を負わなければならない。 

 

１. 情報源の合法性の確認 

個人情報の受領者として，間接的に個人情報を受領したときは，「個人情報安全規範」５.４

条 e)の要求に基づき，次のような取扱いをしなければならない。 

(1) 個人情報提供者に個人情報の情報源の説明を求め，個人情報の情報源の合法性につい

て確認を行わなければならない。 

ここにいう確認を必要とする情報源の説明とは，個人の「通知・同意」を経たか否

か，または公開情報に対する合理的な範囲内の取扱い等の個人の同意を取得する必要

のない行為に属するか否か等，個人情報が適法に取得できる状況において取得された

か否かに関する説明であると考えるべきである。 

(2) 個人情報の提供者は，取得した個人情報の取扱いの授権・同意の範囲を確認しなけれ

ばならず，これには使用目的，個人が第三者へ提供する方法と範囲を授権・同意した

か等を含む。 

第三者に個人情報を提供する必要のある個別の状況において，具体的に取得すべき同

意の内容は，次回以降記事に述べる個人情報処理者が第三者に個人情報を開示する際

の義務を参考にすることができる。 

(3) 業務を展開するために必要な個人情報の取扱い活動が授権・同意の範囲を超えると

き，個人情報を取得してから合理的な期限内，又は個人情報を取り扱う前に，個人の

明確な同意を取得するか，又は個人情報の提供者を通じて個人の明確な同意を取得し

なければならない。 

 

２. 個人が授権に同意する範囲と提供者が約定する範囲内に限り，個人情報を取り扱うこと。 

「個人情報保護法」の規定によれば、具体的に以下を含む。 

(1) 個人情報処理者の委託を受けて，個人情報の取扱いを受託する受託者（受領者）は，

双方の約定に基づき個人情報を取り扱わなければならず，約定された取扱目的，取扱

方法等を超えて個人情報を取扱ってはならない。（21 条） 

(2) 個人情報処理者の合併・分割・解散・破産宣告等により個人情報を移転するときは，
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受領者は元の個人情報処理者が負う義務を引続き履行しなければならない。（22 条） 

(3) 個人情報処理者がその他の個人情報処理者に，取り扱った個人情報を提供するとき

は，受領者は個人が単独で授権・同意した範囲内（取扱目的，取扱方法，個人情報の

種類等）においてのみ，個人情報を取り扱うものとする。（23 条） 

３. 法に従い個人情報を保護する措置を講じること。 

「個人情報保護法」51 条は，個人情報処理者が指定された措置を講じて個人情報の取扱活動

が法律・行政法規の規定に合致するよう確保し，授権を得ずに個人情報にアクセスし，又は個

人情報が漏洩・改竄・逸失することを防止するよう定めている。 

個人情報取扱いの受託について，個人情報の取扱活動に関して自主的に取扱目的，方法を決

定しない受託者に対し1，「個人情報保護法」59 条は，必要な措置を講じて取扱う個人情報の安

全を保障するとともに，個人情報処理者の法定義務の履行に協力する義務を定めた。よって，

間接的に個人情報を取得した受領者はいずれも，個人情報を保護する措置を講じる義務を負

う。措置の詳細は第３回記事を参照されたい。 

 

Q：個人の同意なく個人情報を取得できる場合はありますか。 

「個人情報保護法」13 条第 1項２号から７号2においては，個人の同意を取得することなく3，

個人情報を直ちに取り扱うことが可能な状況を規定している。 

１. 個人を当事者の一方とする契約に必要であり，又は法により制定された労働規則制度及び法

により締結された集団契約に基づき人事管理を実施するために必要な場合（２号） 

２. 法定の職責又は法定の義務を履行するために必要な場合（３号） 

３. 突発的な公共衛生事件に対応するため，又は緊急事態において自然人の生命・健康，財産の

安全を保護するために必要な場合（４号） 

なお，後者については，同意は必要ないものの，「個人情報保護法」18条２項によれば，「緊

急事態のもと，自然人の生命・健康及び財産の安全を保護するため，速やかに個人に通知す

ることができないときは，個人情報の処理者は緊急事態が解消された後，速やかに通知しな

ければならない。」 

４. 公共利益のためニュース報道，世論監督等の行為を実施し，合理的な範囲内において個人情

報を取り扱う場合（５号） 

この点，中国「民法典」999 条も，「公共利益のためニュース報道，世論監督等の行為を行

うとき，民事主体の氏名，名称，肖像，個人情報等を合理的に使用することができる。不合

理な使用により民事主体の人格権を侵害したとき，法により民事責任を負わなければならな

                                                           
1 なお，「個人情報保護法」73 条によれば，個人情報処理者とは，個人情報を取り扱う活動に

おいて処理目的，取扱方法を自主的に決定する組織，個人を指す。よって，個人情報処理者の

委託を受けて，その要求に基づき個人情報を取扱うのみの受託者は，本法の定義する個人情報

処理者には該当しないと理解すべきである。 

2 「個人情報安全規範」５.６条も，個人の同意を取得する必要なく直ちに個人情報を取り扱うこ

とができる状況を規定しており，「個人情報保護法」第 13 条と矛盾しない。但し，分類にはい

くらかの相違がある。例えば，b）～d）にて，「国家安全，国防安全」「公共安全，公共衛

生，重大な公共の利益」「刑事捜査，起訴，裁判及び判決執行等」と直接関係する状況として

いるが，「個人情報保護法」では第３号と第４号によりこれらの内容が網羅されている。 

3 「個人情報保護法」４条２項によれば，個人情報の取扱には，個人情報の収集，保存，使用，

加工，伝送，提供，公開，削除等が含まれる。 
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い。」と規定している。 

５. 本法の規定する合理的な範囲内において個人が自ら公開し，又はその他の既に合法的に公開

された個人情報を取扱う場合（６号） 

「個人情報保護法」27 条4は，同意を取得せずに「公開」の個人情報を取り扱うことができ

る二つの例外状況として，個人がその個人情報の取扱いを明確に拒絶した場合，及び当該公

開された個人情報を取扱うことが個人の権益に重大な影響を与える場合，を規定している。

これらの場合，なお法により個人の同意を取得しなければならない。 

６. 法律，行政法規の規定するその他の状況（７号） 

 

Q：個人情報を，処理・加工するに際して，どのような義務があるでしょうか。 

 

「個人情報保護法」においては，「加工」
5
は個人情報の取扱い行為の一つとして明確に列記

されているが，「加工」自体について詳細に定めた規定は存在しない。 

この点に関し，中国における学術上の見解によれば，データに対する加工処理行為には，デ

ータ集積処理とデータ分析処理が含まれるとするものがある
6
。データ集積処理とは，特定の目

的に基づきデータを収集，整理，分類し，生のデータを加工して使用価値を有するデータセッ

ト（datasets）にすることである。一方，データ分析処理とは，データに対し深い加工処理を施

し，分析対象の規律を発見又は将来的な趨勢を予想し，データから新たな知識，新たな発見を

し，予測判断又は解決案を導き出すことである。自動化された意思決定は，典型的なデータ分

析処理行為である。 

 

「個人情報保護法」24 条は，個人情報処理者が個人情報を利用して自動化された意思決定を

行う際の義務も規定している。具体的には以下の義務を含む。 

 

１．意思決定が明確であり，結果が公平，公正で，個人の取引価格等，取引条件に対し不合理

な差別待遇をしてはならない。 

２．個人に対し情報のプッシュ送信，商業マーケティング活動を行うとき，その個人的特徴に

基づかない選択項目を同時に提供し，又は個人が簡便に拒絶しうる手段を提供しなければなら

ない。 

３．自動化された意思決定7の方法を通じて個人の権益に重大な影響を与える決定をするとき，

                                                           
4「個人情報保護法」27 条によれば，「個人情報処理者は，合理的な範囲内において個人が自ら

公開した，又はその他のすでに合法的に公開された個人情報を取扱うことができるが，個人が

明確に拒絶する場合はこの限りでない。個人情報処理者が公開された個人情報を取扱うこと

で，個人の権益に重大な影響を与える場合，本法規定に基づき個人の同意を取得しなければな

らない。」 

5「個人情報保護法」の中の“処理（漢字）”は，本 Q&A における“取扱い”に相当し，その概念は

“加工”より広く，本 Q&A における“処理”は狭義の“加工”の理解に近い。 

6 高富平「データ生産理論——データリソース権利配置の基礎理論」，「交大法学」2019 年第

４期，第 12～14 頁。 

7 自動化された意思決定とは，コンピュータプログラムにより個人の行動習慣，趣味・趣向又は

経済，健康，信用状況等の評価を行い，自動的に意思決定がなされる活動を指す。ビッグデー

タの分析により関連行為について意思決定することであり，例えば，ビッグデータの分析に基

づき個人に向けて商業情報、販促情報等をプッシュ送信すること等である。実務において多く
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個人は個人情報処理者に説明を要求する権利を有し，個人情報処理者が自動化された意思決定

の方法のみを通じて決定を下すことを拒絶するための方法が提供されるべきである。 

 

なお，当然ながら，個人情報処理者が加工行為に従事するときは，個人情報にかかるセキュ

リティ保護義務等を遵守し，個人情報処理者としての日常管理義務を貫かなければならない。

詳細は第３回記事を参照されたい。 

以 上 
 

＜注記＞ 

本資料に関し、以下の点ご了解ください。 

・ 今後の政府発表や解釈の明確化にともない、本資料は変更となる可能性がございます。 

・ 本資料の使用によって生じたいかなる損害についても、弊所は責任を負いません。 

 

 

One Asia Lawyers では、中国深圳に関連組織の駐在員事務所を開設し、大湾区プラクティスチー

ムを組成しております。中国は、14億人超という世界第 1位の人口を擁し、これまでの「世界の

工場」という生産拠点から「世界最大規模の市場」となっています。コロナ禍において唯一

「一人勝ち」状態となり、経済成長を続けている唯一の国です。そのため、近年、M&A 等の投

資案件や中国への輸出関連が益々増加しております。 

また、香港、マカオ、広東省の 9 都市（広州、深圳、佛山、東莞、恵州、中山、江門、珠海、肇

慶）を含めた粤港澳大湾区（グレーターベイエリア）構想は、2017 年に中国政府・香港・マカ

オ・広東省の 4 者によって「広東・香港・マカオ協力深化によるグレーターベイエリア建設推進

枠組み協定」が締結されたことにより、開発が進展しており、規制緩和や投資恩典が与えられ

ます。加えて、一帯一路の出発地としても極めて重要な場所となっていることから、上記駐在

員事務所を拠点として、大湾区エリアや一帯一路の最新の規制や法令情報を獲得、共有して参

ります。更には、昨今の香港の問題により、大湾区に中華圏投資、輸出の統括機能を集約する

動きがあるほか、中国最南端の海南省への投資や海南自由貿易区への相談も増えてきている等

の背景も踏まえ、華南エリアを中心として、中華圏全体の情報収集も各中華圏法域の専門家と

協働しながら、行って参ります。 

本記事やご相談に関するご照会は以下までお願い致します。 

tomoyoshi.ina@oneasia.legal 

                                                           
みられる「ビッグデータを活用した価格差別」は，典型的な自動化された意思決定の方法であ

る。 
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伊奈知芳 One Asia Lawyers 中国大湾区プラクティスチーム 

弁護士登録後、日本における対中国クロスボーダー投資案件を主要業務と

するブティック型法律事務所に約 8年間勤務。同所入所直後より主に中国案

件に関与し、2010 年より同所上海事務所代表として常駐。2013 年より同所

首席代表弁護士として勤務する。 

同所在職中は、主に日系クライアントに対する対中国・アジア進出、企業再編（50 件以上の

M&A を含む。）、撤退案件全般に関する各種法的アドバイスの提供のほか、各種案件に伴う労

務問題の処理、税関問題の処理、債権回収案件への対応等に携わる。 

2015 年、同所を退職後、シンガポール国立大学法学部大学院（LL.M.）へ留学。2016 年、同大学

院を卒業（Master’s Degree を取得）後、One Asia Lawyers の設立に参画。以後一貫してシンガポ

ールをベースとし、東南アジア及び中国を中心とするクロスボーダーM&A 案件のほか、労務、

知財、コンプライアンスその他一般企業法務案件、及びシンガポールに関わる国際離婚、相続案

件等に幅広く携わっている。特に、シンガポールを中心とした個人情報保護法制に関する案件に

ついては、講演・執筆活動も多数行っている。tomoyoshi. ina@oneasia.legal 

なお、本連載は、世澤律師事務所上海事務所の董輝律師及び郭添一律師の協力を得ています

（http://www.broadbright.com/）。 
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